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   亡くなられた後の手続きは、その方によって必要な手続きが異なり、

なかには煩雑なものもあります。この案内によりご遺族の方のご負担を

少しでも軽減することができれば幸いです。 

 

 なお、この案内は阿久比町にお住いの方の手続きを中心に掲載してい

ます。法令改正や手続きを行う機関の変更により、手続き方法・連絡先・

必要な書類等が変更となることがありますので、予めご了承ください。 
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１．役場で行う手続きの代表的な持ち物 

 死亡届出後に必要となる手続きは亡くなった方や遺族の方の状況によりそれぞれ異なり

ます。 

 ここでは、役場での手続きの際の代表的な持ち物を案内します。亡くなった方のものにつ

いても、該当するものがあればお持ちください。 

 なお、具体的な手続きとその持ち物については「２．役場で行う手続き」でご案内してい

ますのでそちらをご覧ください。 

 

ご遺族（来庁者）のもの 

□ 

本人確認書類 

① １点で確認できるもの 

・マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード・障害者手帳 等 

② ２点で確認できるもの 

・医療保険資格確認書・年金証書・年金手帳・介護保険被保険者証 等 

□ 預金通帳等（葬祭執行者や相続人代表者の振込先口座情報のわかるもの） 

 

亡くなった方のもの 

□ 
後期高齢者医療保険又は国民健康保険に加入していた場合 

・後期高齢者医療資格確認書等 ・国民健康保険資格確認書等（高齢受給者証） 

□ 

各種書類 

・印鑑登録証 ・介護保険被保険者証  

・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 

・各種医療証 ・自立支援医療費受給者証 ・障害者タクシー券 

・高齢者タクシー券 

 

※必要に応じて別途委任状が必要となる場合があります。 
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２． 役場で行う手続き 

 対象者 手続きと持ち物 受付窓口 

住
民
登
録 

印鑑登録をしていた方 
手続きはありませんが、廃止となります。印鑑登

録証をお返しください。 住民医療課 

（戸籍住民係） 

１Ｆ ⑤窓口 
家族 3 人以上の世帯で

亡くなった方が世帯主

の場合 

世帯主変更の手続き 

健
康
保
険
・
福
祉
医
療 

阿久比町の国民健康保

険に加入している方 

喪失の手続き、資格確認書等の返却、葬祭費申請

手続き 

・資格確認書、保険証 

・高齢受給者証（70才～74才） 

・預金通帳（相続権がある方のもの及び葬祭を行

った喪主の方のもの） 

・会葬礼状、火葬許可証等（葬祭費申請のため） 

住民医療課 

（医療年金係） 

１Ｆ⑦⑧窓口 

後期高齢者医療保険に

加入している方 

福祉医療費の受給者証 

（ 子・障・母・福・精 ）

をお持ちの方 

喪失の手続き、資格確認書等の返却、葬祭費申請

手続き 

・資格確認書、保険証・各受給者証 

・預金通帳（相続権がある方のもの及び葬祭を行

った喪主の方のもの） 

・会葬礼状、火葬許可証等（葬祭費申請のため） 

年 
 

金 

受 給 者 

国民年金の未支給年金等の請求手続き  

・国民年金証書 

・年金手帳または基礎年金番号通知書 

・戸籍謄本等、預金通帳、マイナンバーの分かる 

もの（未支給年金等を請求する方のもの） 

厚生年金受給者の方は半田年金事務所で手続き 

加 入 者 

国民年金の死亡一時金等の請求手続き  

・年金手帳または基礎年金番号通知書 

・戸籍謄本等、預金通帳、マイナンバーの分かる 

もの（遺族年金等を請求する方のもの） 

厚生年金受給者の方は半田年金事務所で手続き 
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 対象者 手続きと持ち物 受付窓口 

障 

が 

い 

身体障害者手帳 

療育手帳 

精神障害者保健福祉手帳 

戦傷病者手帳 

自立支援医療費（精神 

通院医療・更生医療・育

成医療）受給者証をお

持ちの方 

障害福祉サービス受給

者証をお持ちの方 

心身障害者扶養共済制

度に加入している方 

手帳の返却 

・各手帳 

・各受給者証 

・預金通帳（家族の方のもの） 

ふくし課 

（障害福祉係） 

１Ｆ ⑩窓口 

介 
 

護 

 

６５才以上の方 

４０～６４才のうち介

護認定を受けていた方 

喪失の手続き、保険証の返却 

・介護保険被保険者証 

・預金通帳（家族の方のもの） 

以下は介護サービスを利用していた方 

・介護保険負担割合証 

・介護保険負担限度額認定証（認定者のみ） 

ふくし課 

（高齢介護係） 

１Ｆ ⑪窓口 タクシー券を利用して

いる方 

タクシー券の返却 

・タクシー券 

配食を利用していた方 

緊急通報装置を設置し

ている方 

中止の届出が必要です 

税 
 

金 

固定資産を所有してい

る方 

固定資産税の納税及び相続人代表者指定届の手

続きが必要な場合がありますので、ご相談くだ

さい。 

※固定資産（土地・家屋）の所有者が亡くなった

場合は、法務局で相続登記の手続きが必要です。

詳しくは、名古屋法務局ホームページでご確認

ください。 

税務課 

（固定資産税係） 

１Ｆ ②窓口 

町県民税・森林環境税が

課税されている方 

以後の納期に係る納付額が減免になる場合があ

りますのでご相談ください。 税務課 

（住民税係） 

１Ｆ ②窓口 軽自動車を所有してい

る方 

名義変更、廃車手続きが必要になりますのでご

相談ください。 
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お手続きの内容についてなど事前の電話でのお問い合わせについては開庁時間内に各担

当へご連絡ください。 

 

【お問合せ先】０５６９-４８-１１１１（代表番号） 

【開庁時間】平日 午前８時３０分から午後５時１５分 

  

 対象者 手続きと持ち物 受付窓口 

子 

ど 

も 

ひとり親等手当受給対

象児童または１８歳以

下の児童を養育してい

る方 

手続きが必要な場合がありますので、ご相談くだ

さい。 

児童保育課 

（児童支援係） 

１Ｆ ⑨窓口 

 

児童手当支給対象児童

または受給している方 

 

手続きが必要な場合がありますので、ご相談くだ

さい。 

児童保育課 

（児童支援係） 

１Ｆ ⑨窓口 

小・中学生またはその保

護者の方 

手続きが必要な場合がありますので、ご相談く

ださい。 

学校教育課 

（学校教育係） 

２Ｆ ㉑窓口 

保育園・幼稚園・認定こ

ども園児またはその保

護者の方 

手続きが必要な場合がありますので、ご相談く

ださい。 

児童保育課 

（幼児保育係） 

１Ｆ ⑨窓口 

放課後児童クラブに入

所している児童または

その保護者の方 

手続きが必要な場合がありますので、ご相談く

ださい。 

児童保育課 

（児童支援係） 

１Ｆ ⑨窓口 

環 
 

境 

犬の飼い主名義の方 飼い主名義の変更が必要です。 

環境課 

（環境保全係） 

２Ｆ ⑳窓口 

水 
 

道 

水道の使用者になって

いる方 

使用者変更等の手続きが必要です。 

・預金通帳等※・届出印（銀行印）※ 

※新しい使用者が口座振替をする場合 

上下水道課 

（上水業務係） 

２Ｆ ⑰窓口 

農 
 

地 

相続により農地の権利

を取得する方 

農地が所在する農業委員会への届出が必要にな

りますのでご相談ください。 産業観光課 

（農業振興係） 

２Ｆ ⑱窓口 相続により森林の土地

を所有する方 

手続きが必要な場合がありますので、ご相談く

ださい。 
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※資格確認書等の見本 

        
 

・国民健康保険資格確認書（桃色）      ・後期高齢者資格確認書 

                       （７５歳以上が対象） 

 

 

 

              

・介護保険被保険者証（白色、三つ折り）    ・印鑑登録証（黄色） 

介護保険被保険者証

交付年月日

生年月日

阿 久 比 町

番　号

被
保
険
者
証 ﾌﾘｶﾞﾅ

氏　名

住　所
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３．阿久比町役場内の窓口案内図 
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４．役場以外で行う手続き（主なもの） 

対 象 手続き お問合せ先 

預貯金口座 口座凍結の解除 各金融機関 

クレジットカード 口座凍結後の支払い、解約など 各クレジット契約会社 

生命保険 死亡保険等の請求 各生命保険会社 

損害保険 名義変更、解約など 各損害保険会社 

社会保険 
喪失の手続き、保険証の返却な

ど 

加入していた社会保険、又はお

勤め先ご担当者 

運転免許証 運転免許証返納 半田警察署 📞0569-21-0110 

パスポート パスポート返納（日本国籍） 
クラシティパスポートセンター  

📞0569-23-8500 

厚生年金、共済年金 支給等に関する手続き 

ねんきんダイヤル 

📞0570-05-1165 

半田年金事務所 

📞0569-21-2375 

企業年金 支給等に関する手続き 
企業年金コールセンター 

📞0570-02-2666 

軽三輪、軽四輪（黄色ナンバー） 名義変更、廃車 
軽自動車検査協会愛知主管事務所  

📞050-3816-1770 

軽二輪、（125cc 超～250cc 以下の

オートバイ）、軽二輪の小型自動車 
名義変更、廃車 中部運輸局愛知運輸支局(名古

屋ナンバー) 

📞050-5540-2046 
普通自動車 軽四輪（黒ナンバー） 名義変更、廃車 

不動産登記関係 

土地・家屋等移転登記 

※令和６年４月１日から相続

登記が義務化されています。 

名古屋法務局半田支局 

📞0569-21-1095 

国税（相続税） 

相続税については 10ページの 

「相続税についてのお知らせ」

ページを確認ください。 

電話相談 

📞0570-00-5901 

 

面接相談予約（半田税務署） 

📞0569-21-3141 
国税（所得税） 

準確定申告 

社会保険料控除の納付額明細

等が必要な場合は各担当にご

相談ください。 
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対 象 手続き お問合せ先 

相続放棄 相続放棄、限定承認など 
名古屋家庭裁判所半田支部 

📞0569-21-0354 

固定・携帯電話、インターネット、 

ケーブルテレビ 
名義変更、解約など 各契約会社 

電気、ガス 名義変更、解約など 各契約会社 

NHK放送受信 名義変更、解約など 
受信料に関すること 

📞0120-151515 

外国人 
在留カード、特別永住者証明書

等の返納 

法務省出入国在留管理庁ホーム 

ページ「在留カード等の返納」を

ご覧ください。 

 

※お問合せ先は令和 7年 3月 10日時点に確認したものです。 
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５．よくある質問 

Ｑ 
死亡の記載のある戸籍謄本等が必要ですが、死亡届を提出してからどのくらいで取得でき

ますか？ 

Ａ 
① 死亡届を本籍地に提出した場合、一般的に１週間程度です。 

② 死亡届を本籍地以外に提出した場合、一般的に２～３週間程度です。 

 

Ｑ 阿久比町の証明窓口で、阿久比町以外が本籍の戸籍謄本等を請求することはできますか？ 

Ａ 

令和６年３月１日から戸籍謄本等の広域交付が始まり、本籍地以外の市町村窓口でも、官

公署が発行した顔写真付き身分証明書を提示すれば、本人・配偶者・直系親族（親・子など）

の方の戸籍謄本等を請求することができるようになりました。あらかじめ必要な方の氏名、

生年月日、筆頭者をご確認のうえお越しださい。 

ただし、交付には時間がかかります。また、複数の戸籍の請求や内容の確認に時間がかか

る請求は、後日の交付になる場合があります。 

また、広域交付できるのは窓口請求に限りますので、郵送では請求できません。 

 

Ｑ 
相続手続きに必要な戸籍謄本等を郵送で請求する場合の手数料の支払いはどうなります

か？ 

Ａ 

手数料は定額小為替（郵便局で売っています）を同封してください。切手では受付できま

せんのでご注意ください。同封する定額小為替の金額は「お釣りのない金額」でお願いしま

す。 

ただし、相続関係の戸籍証明は、被相続人により発行する証明の種類や枚数が異なるため、

手数料の総額は証明を発行するまで決定しません。まず申請書をお送りいただき、手数料総

額が確定しましたら、こちらから手数料総額をご連絡させていただきます。それからお客様

から手数料総額の小為替を送っていただいた方が、定額小為替の手数料にかかる金額的負担

は軽減できると思われます。お急ぎでなければこのような方法でも対応させていただきま

す。お気軽にご相談ください。 

 

Ｑ 相続手続きに必要な戸籍謄本等を代理人が請求できますか？ 

Ａ 
代理人が請求するときには、委任状が必要です。ただし、直系血族（親・子等）が請求す

るときは、委任状は必要ありません。 

 

Ｑ 手続きに必要なもので見つからないものがあっても手続きできますか？ 

Ａ 
書類に不足があった場合は、状況にあわせて案内いたしますので担当窓口にご相談くださ

い。 

 戸籍謄本等の請求に関する委任状や郵送での申請書については次ページ以降に掲載していますの

で必要に応じてご活用ください。
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